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(57)【要約】
【課題】簡易な構成で移動体の自車両への接近状況を推
定可能な移動体位置推定システムを提供する。
【解決手段】移動体に備えられた携帯機と、自車両に備
えられた車載装置とを有し、携帯機は、移動体の位置を
検出する移動体位置検出部と、移動体の位置を含む移動
体情報を車載装置に送信する携帯機側送信部と、を備え
、車載装置は、携帯機から送信された移動体情報を受信
する車載装置側受信部と、自車両の位置を取得する自車
両位置取得部と、自車両の位置および移動体情報に含ま
れる携帯機の位置に基づいて、移動体の移動状況を推定
する移動状況推定部と、移動状況推定部が推定した移動
体の移動状況を含む移動体状況情報を出力する移動体状
況情報出力部と、を備えることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体に備えられた携帯機と、自車両に備えられた車載装置とを有し、
　前記携帯機は、
　前記移動体の位置を検出する移動体位置検出部と、
　前記移動体の位置を含む移動体情報を前記車載装置に送信する携帯機側送信部と、
　を備え、
　前記車載装置は、
　前記携帯機から送信された前記移動体情報を受信する車載装置側受信部と、
　前記自車両の位置を取得する自車両位置取得部と、
　前記自車両の位置および前記移動体情報に含まれる前記携帯機の位置に基づいて、前記
移動体の移動状況を推定する移動状況推定部と、
　前記移動状況推定部が推定した前記移動体の移動状況を含む移動体状況情報を出力する
移動体状況情報出力部と、
　を備えることを特徴とする移動体位置推定システム。
【請求項２】
　前記車載装置は、
　前記移動体の移動状況に基づいて、前記移動体が前記自車両に接近しているか否かを判
定する接近判定部を備え、
　前記移動体状況情報出力部は、前記接近判定部が、前記移動体が前記自車両に接近して
いると判定したとき、その移動体の移動状況を前記移動体状況情報として出力する請求項
１に記載の移動体位置推定システム。
【請求項３】
　前記携帯機は、
　前記移動体の移動速度を検出する移動速度検出部を備え、
　前記移動体情報は、前記移動体の移動速度を含む請求項１または請求項２に記載の移動
体位置推定システム。
【請求項４】
　前記携帯機は、
　前記携帯機を一意に識別する識別コードを記憶する識別コード記憶部を備え、
　前記移動体情報は、前記識別コードを含む請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記
載の移動体位置推定システム。
【請求項５】
　前記移動体情報は、前記移動体の種別に応じて定められる種別コードを含む請求項１な
いし請求項４のいずれか１項に記載の移動体位置推定システム。
【請求項６】
　前記移動体の種別は、歩行者、軽自車両、二輪車、および自動車のうちの少なくとも一
つを含む請求項５に記載の移動体位置推定システム。
【請求項７】
　前記携帯機は、
　ユーザの操作により前記移動体の種別を設定するための操作入力部を備える請求項５ま
たは請求項６に記載の移動体位置推定システム。
【請求項８】
　前記車載装置は、
　前記自車両の位置を含む電子地図データを取得する電子地図データ取得部と、
　取得した前記電子地図データと、前記移動体状況情報に基づく前記移動体の位置および
前記自車両の位置とを、表示器に表示する表示制御部と、
　を備える請求項１ないし請求項７のいずれか１項に記載の移動体位置推定システム。
【請求項９】
　前記表示制御部は、前記移動体の移動状況に応じて、前記移動体の表示意匠を異なるも
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のとする請求項８に記載の移動体位置推定システム。
【請求項１０】
　前記車載装置は、
　前記移動体の前記自車両に対する接近速度を算出する接近速度算出部を備え、
　前記表示制御部は、前記接近速度に応じて前記移動体の表示意匠を異なるものとする請
求項９に記載の移動体位置推定システム。
【請求項１１】
　前記車載装置は、
　前記移動体と前記自車両との距離を算出する距離算出部を備え、
　前記表示制御部は、前記距離に応じて前記移動体の表示意匠を異なるものとする請求項
９または請求項１０に記載の移動体位置推定システム。
【請求項１２】
　前記車載装置は、
　前記自車両に接近している移動体の携帯機に対して、前記自車両に接近している旨の接
近情報を送信する車載装置側送信部を備え、
　前記携帯機は、
　前記接近情報を受信する携帯機側受信部と、
　前記携帯機側受信部が受信した前記接近情報に基づいて、前記自車両に接近している旨
を報知する接近情報報知部と、
　を備える請求項２に記載の移動体位置推定システム。
【請求項１３】
　前記車載装置と前記携帯機との通信は、ＲＦ通信により行う請求項１ないし請求項１２
のいずれか１項に記載の移動体位置推定システム。
【請求項１４】
　前記自車両には、携帯型のスマートキーをポーリングするためのポーリング信号を無線
出力するポーリング信号出力部と、該ポーリング信号の受信に基づいて前記スマートキー
から送信されるＩＤコードを受信するＩＤコード受信部と、受信した該ＩＤコードと自身
に記憶されたマスターコードとを照合する照合部と、その照合結果に基づいて予め定めら
れた動作を許可する動作許可部とを備えるスマートエントリーシステムが設けられ、
　前記車載装置側受信部は、前記ＩＤコード受信部に兼用され、前記携帯機は、前記スマ
ートキーに兼用され、前記識別コードは前記ＩＤコードに兼用される請求項４に記載の移
動体位置推定システム。
【請求項１５】
　前記自車両には、ユーザの操作により携帯型のワイヤレスキーから送信される制御信号
を受信する制御信号受信部を備え、受信した制御信号に基づいて、前記自車両のドアロッ
ク機構の施錠および解錠を行うキーレスエントリーシステムが設けられ、
　前記車載装置側受信部は、前記制御信号受信部に兼用され、前記携帯機は、前記ワイヤ
レスキーに兼用される請求項１ないし請求項１３のいずれか１項に記載の移動体位置推定
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動体の位置を推定して車両の運転者に報知する移動体位置推定システムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、車両の運転者から死角となる位置の状況を、運転者に報知するための装置が考案
されている。
【０００３】
　例えば、駐停車状態（停止状態）からの発進時に、周囲複数方向についての状況を運転
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者に提示できる周囲状況提示システムが考案されている（特許文献１参照）。
【０００４】
　また、高速移動体に乗車中の者に関する情報は運転者に報知されない一方、歩行状態に
相当する状態にある者に関する情報は運転者に好適に報知する車両用歩行者検知システム
が考案されている（特許文献２参照）。
【０００５】
　また、ＦＭ電波の送受信機を用いて簡易に構成することができる接触回避装置が考案さ
れている（特許文献３参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２００７－５１９５４９号公報
【特許文献２】特開２００５－３５２５７７号公報
【特許文献３】特開２００７－２１６７３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１の構成では、車両の発進時以外は、周囲複数方向についての状況を運転者に
提示することができないという問題がある。
【０００８】
　特許文献２の構成では、携帯電話を使用しており、携帯電話の位置の特定には無線基地
局を使用するため、システム構成が大型化・複雑化するという問題がある。
【０００９】
　特許文献３の構成では、ＦＭ送信機およびダイバシティアンテナが必要となるという問
題がある。また、電波の状態によっては、他車両の接近方向を精確に検知できないことも
あり得る。
【００１０】
　また、とりわけ四輪車（自動車）からの二輪車の位置推定は困難であり、二輪車の発見
は運転者の注意力に依存している。しかし、運転席からの視界には多数の死角が存在し、
運転者の負荷の増加を招いている。特に、夜間になると、二輪車の発見はさらに困難とな
る。また、二輪車発見の手法として、聴覚による発見が考えられるが、運転中には様々な
騒音が発生しているため、このような手法は実現が困難といえる。
【００１１】
　上記問題点を背景として、簡易な構成で移動体の自車両への接近状況を推定可能な移動
体位置推定システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段および発明の効果】
【００１２】
　上記課題を解決するための移動体位置推定システムは、
　移動体に備えられた携帯機と、自車両に備えられた車載装置とを有し、
　携帯機は、移動体の位置を検出する移動体位置検出部と、移動体の位置を含む移動体情
報を車載装置に送信する携帯機側送信部と、を備え、
　車載装置は、携帯機から送信された移動体情報を受信する車載装置側受信部と、自車両
の位置を取得する自車両位置取得部と、自車両の位置および移動体情報に含まれる携帯機
の位置に基づいて、移動体の移動状況を推定する移動状況推定部と、移動状況推定部が推
定した移動体の移動状況を含む移動体状況情報を出力する移動体状況情報出力部と、を備
えることを特徴とする。
【００１３】
　上記構成によって、携帯電話や無線基地局を使用しない簡易な構成で、車両の発進時以
外にも移動体の自車両への接近状況を推定可能となる。また、移動体位置検出部は、例え
ばＧＰＳ（Global　Positioning　System：全地球測位システム）受信機を用いることで
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、小型化・低コスト化・システムの簡素化を図ることができる。
【００１４】
　また、本発明の移動体位置推定システムにおける車載装置は、移動体の移動状況に基づ
いて、移動体が自車両に接近しているか否かを判定する接近判定部を備え、移動体状況情
報出力部は、接近判定部が、移動体が自車両に接近していると判定したとき、その移動体
の移動状況を移動体状況情報として出力する。
【００１５】
　上記構成によって、例えば見通しの悪い交差点で、物陰から飛び出してくる自転車の存
在を移動体状況情報として出力することができ、危険を回避することができる。
【００１６】
　また、本発明の移動体位置推定システムにおける携帯機は、移動体の移動速度を検出す
る移動速度検出部を備え、移動体情報は、移動体の移動速度を含む。
【００１７】
　上記構成によって、自車両のユーザは、移動体がどのくらいの速度で自車両に接近して
いるかを把握することができる。また、移動体の移動速度は、単位時間あたりの移動体の
位置の変化から算出することができるため、速度センサを必要としないという利点もある
。
【００１８】
　また、本発明の移動体位置推定システムにおける携帯機は、携帯機を一意に識別する識
別コードを記憶する識別コード記憶部を備え、移動体情報は、識別コードを含む。
【００１９】
　上記構成によって、例えば、複数台の自転車が集団を形成して走行している場合でも、
事前に台数（および位置、速度）を把握できるので、「１台と思っていたら３台だった」
というような思わぬ事態を招くことを防止できる。
【００２０】
　また、本発明の移動体位置推定システムにおける移動体情報は、移動体の種別に応じて
定められる種別コードを含む。
【００２１】
　上記構成によって、どのような移動体が存在、接近しているかを判別でき、移動体に応
じて適切な対応をとることができる。
【００２２】
　また、本発明の移動体位置推定システムにおける移動体の種別は、歩行者、軽自車両、
二輪車、および自動車のうちの少なくとも一つを含む。
【００２３】
　上記構成によって、接近してくる移動体の種別を事前に把握できることで、その移動体
に対応するための態勢を整えておくことができる。
【００２４】
　また、本発明の移動体位置推定システムにおける携帯機は、ユーザの操作により移動体
の種別を設定するための操作入力部を備える。
【００２５】
　上記構成によって、確実かつ正確に移動体の種別を設定することができる。
【００２６】
　また、本発明の移動体位置推定システムにおける車載装置は、自車両の位置を含む電子
地図データを取得する電子地図データ取得部と、取得した電子地図データと、移動体状況
情報に基づく移動体の位置および自車両の位置とを、表示器に表示する表示制御部と、を
備える。
【００２７】
　上記構成によって、どの種別の移動体がどこから接近してくるかを視覚的に把握するこ
とができる。
【００２８】
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　また、本発明の移動体位置推定システムにおける表示制御部は、移動体の移動状況に応
じて、移動体の表示意匠を異なるものとする。
【００２９】
　上記構成によって、単に移動体を表示するだけではないため、自車両のユーザは、どの
移動体に注意を払えばよいか視覚的に判断し、移動体に対する対応の優先順位付けを行う
ことができる。
【００３０】
　また、本発明の移動体位置推定システムにおける車載装置は、移動体の自車両に対する
接近速度を算出する接近速度算出部を備え、表示制御部は、接近速度に応じて移動体の表
示意匠を異なるものとする。
【００３１】
　一般に、接近速度が大きい移動体ほど、自車両に対する脅威は高くなる。上記構成によ
って、自車両のユーザは、どの移動体に注意を払えばよいかを速やかに判断することがで
きる。
【００３２】
　また、本発明の移動体位置推定システムにおける車載装置は、移動体と自車両との距離
を算出する距離算出部を備え、表示制御部は、距離に応じて移動体の表示意匠を異なるも
のとする。
【００３３】
　一般に、自車両との距離が小さい移動体ほど、自車両に対する脅威は高くなる。上記構
成によっても、自車両のユーザは、どの移動体に注意を払えばよいかを速やかに判断する
ことができる。
【００３４】
　また、本発明の移動体位置推定システムにおける車載装置は、自車両に接近している移
動体の携帯機に対して、自車両に接近している旨の接近情報を送信する車載装置側送信部
を備え、携帯機は、接近情報を受信する携帯機側受信部と、携帯機側受信部が受信した接
近情報に基づいて、自車両に接近している旨を報知する接近情報報知部と、を備える。
【００３５】
　上記構成によって、自車両に接近している移動体の位置を推定することに加え、自車両
に接近している移動体に対してその旨の情報（接近情報）を送信することで、移動体にも
注意喚起を行うことができる。
【００３６】
　また、本発明の移動体位置推定システムにおける車載装置と携帯機との通信は、ＲＦ通
信により行う。
【００３７】
　ＲＦ（Radio　Frequency：高周波）通信で主として用いられるＵＨＦ帯（例えば、国内
なら３００ＭＨｚ帯）では、送信出力が微弱でも数十ｍ、もう少し出力を上げれば数百～
千ｍ程度の通信距離を確保でき、出力の割に比較的遠距離まで送信することができる。上
記構成によって、移動体の接近を推定するためには、概ね２０ｍ程度の通信距離があれば
よいので、本発明にはＲＦ通信が適している。また、送信出力が微弱で済むため、電池を
電源とする携帯機の電力消費を抑制することもできる。
【００３８】
　また、本発明の移動体位置推定システムにおける自車両には、携帯型のスマートキーを
ポーリングするためのポーリング信号を無線出力するポーリング信号出力部と、該ポーリ
ング信号の受信に基づいてスマートキーから送信されるＩＤコードを受信するＩＤコード
受信部と、受信した該ＩＤコードと自身に記憶されたマスターコードとを照合する照合部
と、その照合結果に基づいて予め定められた動作を許可する動作許可部とを備えるスマー
トエントリーシステムが設けられ、車載装置側受信部は、ＩＤコード受信部に兼用され、
携帯機は、スマートキーに兼用され、識別コードはＩＤコードに兼用される。
【００３９】
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　スマートエントリーシステムでは、一般的に、スマートキーから自車両（車載装置）へ
のデータ送信には、ＵＨＦ帯の電波を用いている。上記構成によって、スマートエントリ
ーシステムに本発明の機能を組み込むことができるので、低コストで本発明の構成を実現
することができる。また、近年、自車両のスマートキーを用いてドアの施錠／開錠を行う
住居が建築・販売されている。この場合、ユーザ（入居者）は、常時スマートキーを携帯
する必要があるので、歩行者として行動するときも、自転車、二輪車、自動車のいずれで
移動するときも他の車両から移動体として認識されるので、他の車両に移動体として認識
されるだけではなく、自身も他の車両からの接近情報を受信できるので、双方の移動時の
安全性が高くなるという効果もある。
【００４０】
　また、本発明の移動体位置推定システムにおける自車両には、ユーザの操作により携帯
型のワイヤレスキーから送信される制御信号を受信する制御信号受信部を備え、受信した
制御信号に基づいて、自車両のドアロック機構の施錠および解錠を行うキーレスエントリ
ーシステムが設けられ、車載装置側受信部は、制御信号受信部に兼用され、携帯機は、ワ
イヤレスキーに兼用される。
【００４１】
　キーレスエントリーシステムでは、一般的に、ワイヤレスキーから自車両（車載装置）
へのデータ送信には、ＵＨＦ帯の電波を用いている。上記構成によって、キーレスエント
リーシステムに本発明の機能を組み込むことができるので、低コストで本発明の構成を実
現することができる。また、キーレスエントリーシステムは、広く普及しているので、本
発明の機能を組み込むことで、自車両および移動体の走行時あるいは接近時の安全性が高
まる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】移動体位置推定システムの構成を示すブロック図。
【図２】車載装置と携帯機との通信範囲の一例を示す図。
【図３】車載装置および携帯機の構成を示すブロック図。
【図４】ナビゲーション装置の構成を示すブロック図。
【図５】移動体位置推定処理を説明するフロー図。
【図６】移動体状況情報の記憶例を示す図。
【図７】車載装置の表示器における表示画面例を示す図。
【図８】車載装置の表示器における表示画面例の別例を示す図。
【図９】車載装置の表示器における表示画面例のさらなる別例を示す図。
【図１０】移動体位置推定システムの構成の別例を示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　以下、本発明の移動体位置推定システムを、図面を用いて説明する。図１に、移動体位
置推定システム１００の全体構成を示す。移動体位置推定システム１００は、自車両１０
１に搭載された車載装置１、および自車両１０１以外の移動体２０１に搭載された携帯機
２を含んで構成される。
【００４４】
　図１の例では、移動体２０１として自転車を例示しているが、携帯機２を自動車に搭載
してもよいし、人（すなわち歩行者）が携帯してもよい。また、携帯機２を人が携帯すれ
ば、自動車に乗車する場合、自転車に乗る場合、徒歩で行動する場合、のいずれにおいて
も移動体と見なされる。なお、携帯機２は、図示しない電池（一次電池および二次電池の
いずれでも可）により動作するようになっているが、携帯機２を自動車や自転車に搭載す
る場合、自動車のバッテリ、あるいは自転車の発電機やバッテリから電源を供給可能な構
成としておけば、携帯機２の電池の消耗を抑制することができる。
【００４５】
　図２に、車載装置１（自車両１０１）と携帯機２（移動体２０１）との通信状態の一例
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を示す。図１にもあるように、車載装置１と携帯機２とはＲＦによる通信を行う。ＲＦの
うち、送信出力が微弱でも数十ｍ程度の通信距離を確保できるＵＨＦ帯が適している。本
実施例では、車載装置１と携帯機２との通信距離が、概ね１０～１５ｍとなるように、車
載装置および携帯機２において通信出力が設定されている。
【００４６】
　図３に、車載装置１および携帯機２の構成の一例を示す。本実施例は、本発明を、スマ
ートエントリーシステムの一部として構成したものである。車載装置１は、ＥＣＵ１０，
ＬＦ送信部１１，ＲＦ受信部１２，ＲＦ送信部１３，フラッシュメモリ等の不揮発性記憶
媒体で構成されるメモリ１４，エンジンスイッチ１５，ドアアンテナ１６（１６ＦＲ，１
６ＲＲ，１６ＦＬ，１６ＲＬの総称），室内アンテナ１７，トランク内アンテナ１８，ト
ランク外アンテナ１９，ＬＣＤ等の表示器４０などを備えている。
【００４７】
　ＥＣＵ１０は、周知のＣＰＵ，各種プログラム（「車載装置制御プログラム」と総称す
る）が格納されたＲＯＭやＲＡＭ，および信号入出力回路（いずれも図示せず）等を含む
コンピュータとして構成される。そして、ＣＰＵが車載装置制御プログラムを実行するこ
とで、車載装置１としての各種機能を実現する。また、ＥＣＵ１０は、ナビゲーション装
置（図１では、「ナビ」と略記）３００と、例えば車内ＬＡＮ５０（図４参照）を介して
データ通信可能に接続されている。なお、ＥＣＵ１０が本発明の自車両位置取得部，移動
状況推定部，移動体状況情報出力部，接近判定部，表示制御部，接近速度算出部，距離算
出部，電子地図データ取得部に相当する。
【００４８】
　ＬＦ送信部１１は、携帯機２に対し、ＬＦ帯（例えば、１００ｋＨｚ帯）の電波にて無
線信号を送信する。また、ＬＦ送信部１１から送信される無線信号は、４箇所にあるドア
アンテナ１６，室内アンテナ１７，トランク内アンテナ１８，およびトランク外アンテナ
１９を介して、ドア近傍（車室外），車室内，トランク内，トランク外近傍の、限られた
通信エリア内に対してのみ到達するようになっている。
【００４９】
　ＲＦ受信部１２は、携帯機２から例えばＵＨＦ帯の電波にて送信されてくる無線信号を
受信する。これにより、携帯機２の出力レベルが比較的微弱でも相応に通信距離が得られ
、携帯機２からの応答信号をより確実に受信できる。また、ＲＦ送信部１３は、携帯機２
に対し、ＵＨＦ帯の電波にて無線信号を送信する。なお、ＲＦ受信部１２が本発明の車載
装置側受信部に相当する。また、ＲＦ送信部１３が本発明の車載装置側送信部に相当する
。ＲＦ送信部１３を備えない構成としてもよい。
【００５０】
　エンジンスイッチ１５は、エンジンを始動する際に利用者が操作するスイッチで、利用
者がエンジンスイッチ１５を操作したことが、エンジンスイッチ１５からの信号によって
検知された場合、ＥＣＵ１０はエンジン始動が許可される状態にあるか否かを判断し、エ
ンジン始動が許可される状態にあれば、ＥＣＵ１０からエンジン制御系へエンジン始動信
号が伝達されるようになっている。
【００５１】
　携帯機２は、制御ＩＣ２０，ＬＦ受信部２１，ＲＦ送信部２２，ＲＦ受信部２３，プッ
シュスイッチ２４～２６，表示器２７，ブザー２８，バイブレータ２９，フラッシュメモ
リ等の不揮発性記憶媒体で構成されるメモリ３０，ＧＰＳ用の人工衛星からの送信電波（
ＧＰＳ信号）を受信するＧＰＳ受信機３１などを備えている。なお、メモリ３０が本発明
の識別コード記憶部に相当する。また、ＧＰＳ受信機３１が本発明の移動体位置検出部に
相当する。
【００５２】
　制御ＩＣ２０は、例えば、周知のＣＰＵ，各種プログラム（「携帯機制御プログラム」
と総称する）が格納されたＲＯＭやＲＡＭ，および信号入出力回路（いずれも図示せず）
等を含むコンピュータとして構成される。そして、ＣＰＵが携帯機制御プログラムを実行
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することで、携帯機２としての各種機能を実現する。なお、制御ＩＣ２０が本発明の移動
速度検出部に相当する。
【００５３】
　ＬＦ受信部２１は、車載装置１からＬＦ帯の電波にて送信されてくる無線信号を受信す
る。ＲＦ送信部２２は、車載装置１に対し、ＵＨＦ帯の電波にて無線信号を送信する。ま
た、ＲＦ受信部２３は、車載装置１からＵＨＦ帯の電波にて送信されてくる無線信号を受
信する。ＲＦ送信部２２とＲＦ受信部２３とは、制御ＩＣ２０からの切替信号によって送
受信の動作が切り替えられる。なお、ＲＦ送信部２２が本発明の携帯機側送信部に相当す
る。また、ＲＦ受信部２３が本発明の携帯機側受信部に相当する。ＲＦ受信部２３を含ま
ない構成としてもよい。
【００５４】
　プッシュスイッチ２４，２５は、主にキーレスエントリー機能を利用するためのトリガ
ーとなるキーとして用意されたもので、ワンプッシュ操作をした場合、例えばプッシュス
イッチ２４ではドアのロックが行われ、プッシュスイッチ２５ではドアのアンロックが行
われる。
【００５５】
　プッシュスイッチ２６は、移動体種別コード（詳細は後述）を設定するために用いる。
なお、プッシュスイッチ２６が本発明の操作入力部に相当する。
【００５６】
　表示器２７は、例えば、表示中に消費電力が不要か、または極小で済む電子ペーパーに
よって構成され、携帯機２の動作状態をメッセージ等により表示する。ブザー２８は、携
帯機２の動作状態を音で報知するものである。バイブレータ２９は、携帯機２の動作状態
を振動で報知するものである。なお、表示器２７が本発明の接近情報報知部に相当する。
【００５７】
　上述のような構成によって、移動体位置推定システム１００における車載装置１は、Ｌ
Ｆ送信部１１（ポーリング信号出力部と兼用）を介して、携帯機２（スマートキーと兼用
）のスリープ状態を解除して通常の動作を行うようにするためのＷＡＫＥ要求信号を携帯
機２へ送信する。車載装置１側では、携帯機２からのＷＡＫＥ応答信号をＲＦ受信部１２
が正しく受信できたとき、ＩＤコードの送信要求を行うための照合要求信号（すなわち、
ポーリング信号）を携帯機２へ送信する。そして、車載装置１側では、携帯機２からの照
合要求応答信号（ＩＤコード）をＲＦ受信部１２（ＩＤコード受信部と兼用）が受信し、
ＥＣＵ１０（照合部，動作許可部と兼用）においてＩＤコードの照合を行う。そして、照
合結果に応じてドアのアンロックやエンジン始動の許可（エンジンスイッチ１５のオン指
示等）、照合処理のリトライなどが行われる。これらは本願に直接関係しないため、詳細
は割愛する。
【００５８】
　上述の構成では、本発明の構成を、新たなハードウェアを追加することなく、スマート
エントリーシステムの車載装置制御プログラムおよび携帯機制御プログラムの改良のみに
より実現することができる。
【００５９】
　図４に、ナビゲーション装置３００の全体構成を示す。ナビゲーション装置３００は、
車両の現在位置を検出する位置検出器３１１，運転者等の操作者からの各種指示を入力す
るための操作情報入力部３１２，無線通信機３１３，地図表示画面やＴＶ（Television）
画面等の各種表示を行うための表示装置３１５，各種のガイド音声等を出力したり運転者
等の操作者の音声を入力したりするための音声入出力装置３１６，各種データを記憶する
ための、例えばハードディスクドライブ（ＨＤＤ），ソリッドステート・ドライブ（ＳＳ
Ｄ），あるいはシリコンディスク・ドライブ（ＳＤＤ）で構成される外部記憶装置３１７
，車両情報の授受を行うためのＬＡＮ　Ｉ／Ｆ３１９，およびこれらが接続された制御回
路３１８とを備えている。
【００６０】



(10) JP 2012-48532 A 2012.3.8

10

20

30

40

50

　位置検出器３１１は、ＧＰＳ用の人工衛星からの送信電波（ＧＰＳ信号）を、ＧＰＳア
ンテナを介して受信し、車両の位置，方位，速度等を検出するＧＰＳ受信機３１１ａ，車
両に加えられる回転運動の大きさを検出するジャイロスコープ３１１ｂ，車両の前後方向
の加速度等から走行した距離を検出する距離センサ３１１ｃ，地磁気から進行方位を検出
する地磁気センサ３１１ｄを備えている。そして、これらセンサ等３１１ａ～３１１ｄは
、各々が性質の異なる誤差を有しているため、互いに補完しながら使用するように構成さ
れている。なお、精度によっては、上述したうちの一部のセンサで構成してもよく、また
ステアリングの回転センサ等（図示せず）を用いてもよい。
【００６１】
　操作情報入力部３１２は、例えば、表示装置３１５の表示画面上に構成されたタッチパ
ネル３１２ａと、メカニカルスイッチで構成される操作スイッチ群３１２ｂとのうちの少
なくとも一方を備えている。また、タッチパネル３１２ａ上にはタッチセンサが備えられ
、タッチパネル３１２ａへのタッチ操作により該タッチセンサが押下されると、その押下
された位置の座標が制御回路３１８に入力されるようになっている。
【００６２】
　無線通信機３１３は、車外の通信施設３１３ａと通信を行うためのものである。通信施
設３１３ａは、インターネット上のＷＥＢサーバ，交通情報センター，携帯電話基地局な
どが含まれ、無線通信機３１３は、これらの通信施設の一つあるいは複数と通信可能な回
路を備えている。
【００６３】
　表示装置３１５は、例えば運転席の前方に設置されたカラー表示装置であり、液晶ディ
スプレイ，プラズマディスプレイ，有機ＥＬディスプレイ等のいずれを用いてもよい。
【００６４】
　音声入出力装置３１６は、外部記憶装置３１７より読み出した施設のガイドや各種案内
の音声や、ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ３１９を介して取得した情報の読み上げ音声を出力することが
できる。音声入出力装置３１６は、音声データが周知のＭＰ３形式のような音声ファイル
である場合は、そのファイルに対応するＣＯＤＥＣを含み、音声データがテキストファイ
ルであれば、テキストファイルのデータを音声データに変換する音声合成回路を含む。
【００６５】
　また、音声入出力装置３１６は、図示しないマイクおよび周知の音声認識ユニットを含
み、運転者等の操作者の音声を操作コマンド等として制御回路３１８に入力することがで
きる構成としてもよい。
【００６６】
　外部記憶装置３１７には、ナビプログラム３１７ｐの他に位置検出の精度向上のための
いわゆるマップマッチング用データ、道路の接続を表した道路地図データを含む地図デー
タベースである地図データ（すなわち、電子地図データ）３１７ｍが記憶される。地図デ
ータ３１７ｍは、表示用となる所定の地図画像情報を記憶するとともに、リンク情報やノ
ード情報等を含む道路網情報を記憶する。リンク情報は、各道路を構成する所定の区間情
報であって、位置座標，距離，所要時間，道幅，車線数，制限速度，該区間の傾斜角，道
路形状等から構成される。また、ノード情報は、交差点（分岐路）等を規定する情報であ
って、位置座標，右左折車線数，接続先道路リンク，高度情報等から構成される。また、
リンク間接続情報には、通行の可不可を示すデータなどが設定されている。
【００６７】
　また、外部記憶装置３１７には、データベース３１７ｄが構成され、その中には、上述
の音声案内を行うためのデータ（音声ファイル，テキストデータ）も記憶されている。
【００６８】
　ＬＡＮ　Ｉ／Ｆ３１９は、車内ＬＡＮ５０を介して他の車載機器（車載装置１等）やセ
ンサとのデータの遣り取りを行うためのインターフェース回路である。
【００６９】
　制御回路３１８は、図示しない周知のＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭ，入出力回路であるＩ／
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Ｏ（Input/Output）およびこれらの構成を接続するバスラインなどからなる周知のマイク
ロコンピュータを中心に構成されている。ＣＰＵは、外部記憶装置３１７に記憶されたナ
ビプログラム３１７ｐを実行し、外部記憶装置３１７に記憶されたデータを用いて制御を
行う。
【００７０】
　上述のような構成によって、ナビゲーション装置３００は、ＣＰＵがナビプログラム３
１７ｐを実行することで、位置検出器３１１からの各検出信号に基づき座標および進行方
向の組として車両の現在位置を算出し、外部記憶装置３１７を介して読み込んだ現在位置
付近の地図や、操作情報入力部３１２の操作によって指示された範囲の地図等を表示装置
３１５に表示する地図表示処理や、外部記憶装置３１７に格納された地点データに基づき
、操作情報入力部３１２の操作にしたがって目的地となる施設を選択し、現在位置から目
的地までの最適な経路を自動的に求める経路計算を行って経路案内を行う経路案内処理等
を行う。このように自動的に最適な経路を設定する手法は、ダイクストラ法等の手法が知
られている。
【００７１】
　図５を用いて、車載装置１のＥＣＵ１０にて行われる移動体位置推定処理について説明
する。なお、本処理は、上述の車載装置制御プログラムに含まれ、該プログラムに含まれ
る他の処理とともに予め定められたタイミングで実行される。
【００７２】
　携帯機２からは、予め定められたタイミング（所定時間間隔、あるいは移動体２０１が
所定距離移動したとき）で、移動体情報を送信している。移動体情報には、携帯機２を一
意に識別する識別コード（（ＩＤコードと兼用））、ＧＰＳ受信機３１で受信したＧＰＳ
信号により特定される移動体の位置（移動体位置情報）、種別コード、移動体の移動速度
を含む。
【００７３】
　種別コードは、移動体２０１の種別を識別するためのもので、例えば、人（歩行者）、
自転車、自動二輪車（原付自転車を含む）、自動車のように分類される。ユーザが携帯機
２のプッシュスイッチ２６を押下することで、上述の種別が表示器２７の画面上にサイク
リックに表示されるので、設定したい種別が表示されたときにプッシュスイッチ２６の操
作を停止する、あるいは他のプッシュスイッチ（２４，２５）を操作すると、その種別に
設定されるようになっている。
【００７４】
　移動体２０１の移動速度は、単位時間あたりの移動体２０１（携帯機２）の位置の変化
（すなわち、移動距離距離）から算出することができる。
【００７５】
　種別コードを、ユーザの設定操作を行うことなく自動設定するようにしてもよい。例え
ば、以下のように、移動体２０１（携帯機２）の移動速度に対して閾値を設定し、その閾
値を超えるか否かによって、移動体２０１の種別を、少なくとも、歩行者、自転車、自動
車に分類する。
・移動速度＜６ｋｍ／ｈのときは、種別を歩行者とする。
・６ｋｍ／ｈ≦移動速度＜４０ｋｍ／ｈのときは、種別を自転車とする。
・４０ｋｍ／ｈ≦移動速度のときは、種別を自動車とする。
【００７６】
　また、車載装置１で種別コードを設定するようにしてもよい。図５の移動体位置推定処
理（詳細は後述）で、移動体情報を受信したときに、ナビゲーション装置３００から自車
両１０１周辺の地図データを取得し、移動体２０１が道路の車線の略中央を移動している
ときには自動車に設定し、移動体２０１が道路の歩道寄りを移動しているときには、移動
速度に応じて自転車あるいは自動二輪車に設定し、移動体２０１が道路の歩道を移動して
いるときには、移動速度に応じて歩行者あるいは自転車に設定する。
【００７７】
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　図５に戻り、まず、ＲＦ受信部１２が、移動体２０１の携帯機２からのデータを受信し
たか否かを確認し（Ｓ１１）、そのデータが移動体情報であるか否かを判定する。移動体
情報を受信したと判定したとき（Ｓ１２：Ｙｅｓ）、以下のうちの少なくとも一つの方法
を用いて、移動体２０１を特定する（Ｓ１３）。
　・移動体情報にＩＤコードが含まれているときには、ＩＤコードにより移動体２０１を
特定する。つまり、同じ位置に、同じ種別コードかつ同じ移動速度の複数の移動体が存在
する場合でも、ＩＤコードは異なるので、移動体を個々に特定できる。
　・移動体情報にＩＤコードが含まれていないときには、種別コード、移動体位置情報お
よび移動速度に基づいて、移動体２０１を特定する。つまり、同じ位置に複数の移動体が
存在する場合でも、種別コードあるいは移動速度が異なれば、移動体を個々に特定できる
。
【００７８】
　車載装置１では、受信した移動体情報等を、特定した移動体毎に、移動体状況情報とし
てメモリ１４に記憶する。図６に移動体状況情報の記憶例を示す。移動体状況情報は、移
動体情報の他に、移動体２０１が自車両１０１に接近しているか否かの状況（以下、「接
近状況」ともいう）も含まれている。
【００７９】
　移動体２０１が車両１０１の電波受信範囲に進入し、車両１０１が該移動体からの電波
（すなわち、移動体情報）を最初に受信したとき、その移動体に関する移動体状況情報を
、移動体情報にＩＤコードが含まれているときには、ＩＤコードに関連付けて記憶し、以
降同じＩＤコードの移動体情報を受信したときには、そのＩＤコードに関連付けて、履歴
情報として順次記憶する。
【００８０】
　また、移動体情報にＩＤコードが含まれていないときには、特定した順に移動体番号を
付与し、その移動体番号に関連付けて移動体状況情報として記憶する。そして、これ以降
、ＩＤコードが含まれていない移動体情報を受信したときには、既に記憶されているＩＤ
コードが含まれていない移動体についての移動体状況情報を参照し、種別コードが同じか
どうか、位置の変化が所定範囲内か、移動速度の変化が所定範囲内か、あるいは接近状況
が同じか、によって、既に記憶されている移動体のものであるか否かを判定し、既に記憶
されている移動体のものであるときには、その移動体番号に関連付けて記憶し、記憶され
ていない移動体のものであるときには、新たな移動体番号を付与して記憶する。
【００８１】
　なお、移動体状況情報は、その移動体からの電波を受信しなくなったとき、あるいは、
その移動体が自車両１０１から所定距離を超えて遠ざかったときに消去する。
【００８２】
　図５に戻り、自車両１０１の現在位置情報を取得する（Ｓ１４）。これは、ナビゲーシ
ョン装置３００に現在位置要求信号を送信し、ナビゲーション装置３００は位置検出部３
１１で検出した自車両１０１の現在位置情報を車載装置１に送る。
【００８３】
　次に、移動体情報に含まれる移動体２０１の移動体位置情報と自車両１０１の現在位置
情報とに基づいて、自車両１０１と移動体２０１との距離を算出する（Ｓ１５）。そして
、算出した距離に基づいて、表示器４０の表示範囲内にあるか否かを判定する。なお、表
示範囲は、以下のうちの少なくとも一方を用いる。
　・自車両１０１から予め定められた距離の範囲（例えば、１０ｍ四方）を表示範囲とす
る。
　・表示器４０に表示されている自車両１０１周辺の地図を表示範囲とする。
【００８４】
　次に、移動体２０１の移動体位置情報の変化に基づいて、移動体２０１が自車両１０１
に接近しているか否かを判定する（Ｓ１７）。判定の結果は、該当する移動体２０１の移
動体状況情報に記憶する。移動体２０１が自車両１０１に接近していると判定したときに
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は、ナビゲーション装置３００から、自車両１０１の現在位置周辺の地図データを取得し
（Ｓ１９）、表示器４０の表示画面で、その地図データ上に、自車両１０１に接近してい
る移動体２０１を重ねて表示する（Ｓ２０）。なお、ステップＳ２１は、本実施の形態で
は実行しないので、ここでは説明しない。
【００８５】
　図７に、表示器４０の表示画面例を示す。図７の例では、自車両１０１の右方向から接
近する移動体２０１がシンボルで表示されている。移動体２０１の種別、移動速度を表示
してもよい。また、自車両１０１と移動体２０１との距離、あるいは移動体２０１の自車
両１０１への接近速度に応じて、例えば以下のように、表示意匠を異なるものとしてもよ
い。
・自車両１０１と移動体２０１との距離を基準とするときには、距離が短くなるにつれて
、「緑→黄→赤」のように表示色を、警告の意味合いが強くなる色調に変化させる。ある
いは、表示色を同一とし、距離が短くなるにつれて、「点灯→遅い点滅→早い点滅」のよ
うに表示形態を変化させる。
・移動体２０１の接近速度を基準とするときには、接近速度が速くなるにつれて、距離を
基準とするときと同様に、警告の意味合いが強くなるように表示色あるいは表示形態を変
化させる。
【００８６】
　図８に、表示器４０の表示画面例の別例を示す。図８の例では、自車両１０１に接近し
ていないものを含めて、自車両１０１の周辺の全ての移動体（２０１ａ～２０１ｇ）を表
示している。また、各移動体は丸印で示され、その丸印は、自車両１０１と移動体との距
離、あるいは移動体の自車両１０１への接近速度により表示意匠が変化する。また、丸印
の周縁部から突出する棒状の部分は、移動方向および移動速度を示すベクトル部である。
ベクトル部は、移動速度が速くなるにつれて長くなるようになっている。
【００８７】
　自車両１０１から離れて行く移動体２０１ｂ，２０１ｅは、ユーザの注意をあまり引か
ない表示意匠で表示され、自車両１０１に接近している移動体２０１ａ，２０１ｃ，２０
１ｄ，２０１ｆ，２０１ｇは、上述の距離あるいは接近速度に応じて、移動体２０１ａ，
２０１ｃ，２０１ｆは、移動体２０１ｄ，２０１ｇよりもユーザの注意を引く表示意匠で
表示される。
【００８８】
　また、ナビゲーション装置３００で目的地までの経路案内を行っているときには、例え
ば、図５のステップＳ１４において、ナビゲーション装置３００から案内経路に関する情
報を取得し、その案内経路情報も含めて接近判定をしてもよい。図９に、このときの表示
器４０の表示画面例を示す。自車両１０１は交差点を左折しようとしているので、移動体
２０１ｂに接近することになり、移動体２０１ｂの表示意匠は移動体２０１ｆと同じもの
となる。そして、左折を完了すると、移動体２０１ａ，２０１ｆの表示意匠は移動体２０
１ｅと同じものとなる。
【００８９】
　車載装置１がＲＦ送信部１３を備え、携帯機２がＲＦ受信部２３を備えるとき、例えば
、図５のステップＳ２１のように、車載装置１から自車両１０１に接近している移動体２
０１の携帯機２に、ＲＦ送信部１３を介して自車両１０１に接近している旨の接近情報を
送信し、携帯機２はＲＦ受信部２３を介して接近情報を受信したときに、表示器２７に「
車両が接近しています。注意して下さい」のようなメッセージを表示してもよい。また、
接近情報の報知を行う際に、ブザー２８を予め定められた吹鳴パターンで吹鳴させたり、
バイブレータ２９を予め定められた振動パターンで振動させてもよい。これら報知内容（
表示用データ），吹鳴パターン，振動パターンは、メモリ３０に記憶されている。また、
車載装置１で、移動体２０１から見た自車両１０１の接近方向を特定して、その接近方向
を接近情報に含めて送信してもよい。これにより、移動体２０１側では、車両がどの方向
から接近してくるかを認識できる。
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　上述の実施例は、本発明を、スマートエントリーシステムの一部として構成したもので
あるが、キーレスエントリーシステムの一部として構成しもよい。図１０に、このときの
車載装置１および携帯機２の構成の一例を示す。図１０と異なる点は、スマートエントリ
ーシステム特有の構成である、ＬＦ送信部１１，ドアアンテナ１６，室内アンテナ１７，
トランク内アンテナ１８，トランク外アンテナ１９（以上は車載装置１）、およびＬＦ受
信部２１（携帯機２）を備えていないことである。また、上述の実施例と同様に、車載装
置１のＲＦ送信部１３および携帯機２のＲＦ受信部２３を含まない構成としてもよい。
【００９１】
　キーレスエントリーシステムは、ユーザのプッシュスイッチ（２４，２５）の操作によ
り携帯機２（ワイヤレスキーと兼用）のＲＦ送信部２２から送信される制御信号を、ＲＦ
受信部１２（制御信号受信部と兼用）にて受信し、受信した制御信号に基づいて、自車両
１０１のドアロック機構（図示せず）の施錠および解錠を行う。このキーレスエントリー
システムにおいても、本発明の構成を実現できる。
【００９２】
　また、上述の実施形態は、本発明を、スマートエントリーシステムあるいはキーレスエ
ントリーシステムの一部として構成したものであるが、ナビゲーション装置の一部として
構成してもよい。すなわち、車内ＬＡＮ５０を介して移動体情報をＥＣＵ１０から取得し
て、制御回路３１８において図５のステップＳ１３～Ｓ２０までの処理を行い、表示装置
３１５に移動体状況情報を表示する。そして、携帯機に接近情報を出力するときには（Ｓ
２１）、接近情報および接近情報送信指令をＥＣＵ１０に送る。
【００９３】
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、これらはあくまで例示にすぎず、本発明はこ
れらに限定されるものではなく、特許請求の範囲の趣旨を逸脱しない限りにおいて、当業
者の知識に基づく種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【００９４】
　　　１　車載装置
　　　２　携帯機
　　１０　ＥＣＵ（自車両位置取得部，移動状況推定部，移動体状況情報出力部，接近判
定部，表示制御部，接近速度算出部，距離算出部，電子地図データ取得部）
　　１２　ＲＦ受信部（車載装置側受信部）
　　１３　ＲＦ送信部（車載装置側送信部）
　　２０　制御ＩＣ（移動速度検出部）
　　２２　ＲＦ送信部（携帯機側送信部）
　　２３　ＲＦ受信部（携帯機側受信部）
　　２６　プッシュスイッチ（操作入力部）
　　２７　表示器（接近情報報知部）
　　２８　ブザー
　　２９　バイブレータ
　　３０　メモリ（識別コード記憶部）
　　３１　ＧＰＳ受信機（移動体位置検出部）
　１００　車載機器制御システム
　１０１　自車両
　２０１　移動体
　３００　　ナビゲーション装置
　３１１　　位置検出器
　３１７ｍ　地図データ（電子地図データ）
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